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首都圏近郊緑地保全法〈略称:なし)

(昭和 41年法律第 101号)(公布日昭和41年 6月30日)(令和 6年 11月8日施行)(令和 6年法律第40号)

e-Gov (法):https:/ /1αws.e-gov.go.jp/Iαw/34IACOOOOOOOI01 

e-Gov (施行令):h廿ps://laws.e-gov.go.jp/law/342COOOOOOOOO 13(令和6年 11月8日施行)(令和6年政令第33q号〉

e-Gov (施行規則):https:/ /Iaws.e-gov.go.jp/Iαw/412M50004002007/ (令和 3年|月|日施行)(令和 2年国土交通省令第 q8号)

国土交通省:h廿ps:jjwww.mlit.go.jpj十oshijparkjconten十JOOI 707534.pdf 

〈法律の骨格〉

昭和30年代の高度経済成長期に東京圏および近畿圏に人ロや産業が集中した際、無秩序な都市開発を避けるために首都圏整備法(昭和31年法律第83号)

および近畿圏整備法(昭和38年法律第 12q号〉が制定され、政策区域制度や近郊緑地の保全制度などが創設きれました。

近郊緑地は、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第 101号)や近織固の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第 103号)で定義されている。

近郊緑地のうちから国土交通大臣が近郊緑地保全区域ヒ指定する【それぞれ第3条、第5条】.きらに、この区域のうち、近郊緑地の保全のために特に必要きれる

地区を近郊緑地特別保全地区ヒ指定する【それぞれ第5条、第6条】.

近郊緑地保全区域のうち緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除いた区域では、工作物の新築・改築・増築、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う

場合は都道府県知事へ届出が義務化きれる【それぞれ第7条、第8条】。

この法律には、緑地保全地域及び特別緑地保全地区に関する規定はなく、国土交通省のパンフレッ卜「近郊緑地の保全制度について」では、都市緑地法で規定す

ると説明されている.

条項 条文 種類

第|条 〈目的) 目的

この法律は、首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における

現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件で

あることにかんがみ、その保全に関し，必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の

秩序ある発展に寄与することを目的とする。

第 2条第 l項 =の法律で「近郊整備地帯」ヒは、首都圏整備法{昭和 31年法律第83号〉第 24条第 l項解胞の鵠lの規定により指定された区域をい 定義

う。

(解釈よの注釈 1)当該条項は「近郊整備地帯の指定』で、条文は「国土交通大匡は、既成市街地の近郊で、その無秩序な市街地化を防止するため、計画的に
市街地を聾備し、あわせて緑地を保全する必要がある区域を近郊整備地帯として指定することができる.Jである.
「近郊整備地帯』で検索すると「首都圏整備法第24条第 1:項の規定による近郊整備地帯J(昭和41年5月30日首都圏整備委員会告
示第 l号〉がヒットし、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県の区市町村;dfie憶されている.最新版であるか調査していない.

第 2条第 2項 この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、 定義

若しくは一体となって、又はごれらに隣接している土地が、三れらと一体ヒなって、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広き

を有しているものをいう。

第 3条第 l項 (近郊緑地保全区域の指定) 権限付与
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国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、これを保全することによって得られる首都及びそ

の周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進文はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地

の土地の区域を、近郊緑地保全区域(以下「保全区域」という.)ヒして指定することができる。

第3条第2項 (近郊緑地保全計画)
国土交通大臣は、保全区域の指定をしたヒきは、当該保全区域について、近郊緑地の保全に関する計画〈以下「近郊緑地保全計画」ヒい

う.)を決定しなければならない.

第5条第 l項 〈近郊緑地特別保全地区に関する都市計画〉
保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第 2項第 3号棚上司蹴2に規定する基準に従い、都

市計画に近郊緑地特別保全地区を定めるこヒができる.

|近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めるこヒによって得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持

及び増進文はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。

2特に良好な自然の環境を有すること。
{解釈上の注釈2)第4条第2項第3号の条文は「近郊緑地特別保全地区(保全区織内の特別緑地保全地区で保全区域内において近郊緑地の保全のため

特に必要どされるものをいう.以下同じ.)の指定の基準に関する事項』である.

第7条第 l項 (保全区域における行為の届出〉
保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除<.以下この条及び次条第一項において同じ.)内において、次に掲げる行為酬M 湖 3をしようと

する者は、国土交通省令棚上司糊4で定めるどころにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない。

|建築物その他の工作物の新築、改築文は増築

2宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
3木竹の伐採
4水面の埋立て文は干拓
5前各号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぽすおそれのある行為で政令棚上司繍5で定めるもの
(解釈よの注釈3)第7条第4項に適用除外規定があリ、第3号には「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの』については適用され

ないど規定~れ、施行令第 2 条で定められている.

(解釈よの注釈4)施行規則第2条で、『都県知事の定めるところにより、書面を提出」ヒ規定.
(解釈よの注釈5)施行令第 I!条の2で「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積」と規定。

近儀圃の保全区域の整備に関する法律(略称:なし)

(昭和42年法律第 103号)(公布目昭和42年7月31日)(令和6年 11月8日施行)(令和 6年法律第40号)

e-Gov (法):https:/ /Iaws.e-gov.go.jp/law /342ACOOOOOOO 1 03 

e-Gov (施行令):https:/ /1αwS.e-gov. go.j p /1αw/343COOOOOOOOOOq(令和 6年 11月8日施行)(令和6年政令第 33q号)

e-Gov (施行規則):https:/ /laws.e-gov.go.jp/law/412M50004002008(令和3年|月|日施行)(令和2年国土交通省令第 q8号)

国土交通省:h竹ps://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/OO 1707534.pdf 

値比謁駄目

義務

値比謁駄目

権限付与

値比謁駄目

義務
(30万円以下の
罰金)
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条項 条文 種類

第|条 (目的) 目的

この法律は、近畿圏の建設ヒその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に闘し特別の措置を定め、

保全区域内における文化財の保存、緑地の保全文は観光資源の保全若しくは開発に資することを目的とする。

第2条第 l項 =の法律で「既成都市区域」ヒは、近働圏整備法{昭和38年法律第 12q号.以下「法」という.)第2条第3項鰍却甥lに規定する区域をい 定義

う。
〈解釈よの注釈 1)当骸条項は「既成都市区域」の定義条項で、条文は「大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及

ぴ人口の過度の集中を防立し、かっ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいわである.
政令は施行規則第 l条で、条文は「政令で定める市街地の区域は、大阪市の区域及ぴ別表に掲げる区域とする.Jである.別表には、京都
布、守ロ布、布施市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の市内の区域が示されている.

第2条第 2項 この法律で「保全区域」ヒは、法第 14条第|項1QU:.<1)曲Zの規定により指定された区域をいう。 定義
{解釈上の注釈2)近儀圏整備法第 14条第 1l賓の条文は「国土交通大臣は、近儀園の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全

し、若しくは開発する必要があるど認める区織を保全区織どして指定する三ヒ#吋・きる.Jである.

第2条第 3項 =の法律で「近郊緑地」ヒは、既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれヒ一体ヒなって緑地を形成してい

るもの及びこれに隣接する池沼を含む.)であって、相当規模の広きを有しているものをいう.

第 5条第 l項 (近郊緑地保全区域の指定) 権限付与

国土交通大臣は、近郊緑地のうち、無秩序な市街地化のおそれが大であり、かつ、=れを保全することによって得られる既成都市区 個ま怠駄目

域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい

近郊緑地の土地の区域を、近郊緑地保全区域として指定することができる.

第6条第 l項 (近郊緑地特別保全地区に関する都市計画) 権限付与

近郊緑地保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めるこヒ 個主持駄目

ができる.

|地形、交通施設の整備の状況、周辺の土地の開発の状況等に照らして無秩序な市街地化のおそれが特に大であること.

2当該特別緑地保全地区に関する都市計画を定めることによって得られる既成都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心

身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。

第8条第 l項 (近郊緑地保全区域における行為の届出) 義務

近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く.以下この条及び次条第一項において閉じJ内において、次に掲げる行為寓船田凱3 (30万円以下の

をしようヒする者は、国土交通省令棚上司胡4で定めるとごろにより、あらかじめ、都県知事にその旨を届け出なければならない. 罰金)

|建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

3木竹の伐採

4前各号に掲げるもののほ治¥当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令棚上向掛5で定めるもの
{解釈上の注釈3)第8条第4項に適用除外規定があリ、第3号に「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの』については適用されな

いヒ規定され、施行令第5条で定められている.
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